
○甲賀市空き家住宅等除却事業補助金交付要綱 

平成３０年３月３０日 

告示第３４号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、安心かつ安全な生活環境の確保、地域社会の活性化及び地域

の良好な景観の保全のため、小規模住宅地区等改良事業制度要綱（平成９年４月

１日付け建設省住整発第４６号。以下「制度要綱」という。）に基づき、空き家

住宅等の除却を行う者に対し、甲賀市空き家住宅等除却事業補助金（以下「補助

金」という。）を予算の範囲内で交付することについて、甲賀市補助金等交付規

則（平成１６年甲賀市規則第３４号）、甲賀市行政サービス制限条例（平成２２

年甲賀市条例第１８号）及び甲賀市行政サービス制限条例施行規則（平成２２年

甲賀市規則第１６号。以下「サービス制限規則」という。）に規定するもののほ

か、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において「空き家住宅等」とは、市内に存する次の各号のいずれ

かに該当する建築物等をいう。 

（１） 制度要綱第２第５号に規定する空き家住宅であって、除却後の更地を地

域活性化のために供されるもの 

（２） 前号に規定する空き家住宅に附属する建物（門及び塀を除く。）であっ

て、除却後の更地を地域活性化のために供されるもの 

（３） 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２条第４項に規定する不

良住宅であって、住宅地区改良法施行規則（昭和３５年建設省令第１０号）第

１条の規定により、市長が住宅の不良度を評定し、合算した評点が１００以上

と判定したもの 

 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれかに該当する者とする。 

（１） 空き家住宅等の登記事項証明書に所有者（未登記の場合は、名寄台帳又は 

固定資産税納税通知書に納税義務者）として記録されている者（法人を除



く。以下「名義人」という。） 

（２） 名義人から空き家住宅等を相続した者 

（３） 前２号に規定する者から空き家住宅等の除却について同意を得た者 

（４） その他市長が特に必要と認めた者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者と

しない。 

（１） この告示に基づく補助金を受けて空き家住宅等を除却することについて、

空き家住宅等に物権（賃借権を含む。）を有する者（以下「権利者」という。）

の同意を得られない者 

（２） 市税（市民税、固定資産税及び軽自動車税）を滞納している者 

（３） 甲賀市暴力団排除条例（平成２３年甲賀市条例第３６号）第２条の規定

による暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補

助金の交付決定後に施工業者と請負契約を締結し、交付の決定を受けた日の属す

る年度の末日までに完了する空き家住宅等の除却に係る事業であって、次の各号

のいずれの要件も満たすものとする。 

（１） 市内に本店若しくは営業所を置く法人又は市内に住所を有する個人事

業主であって、建設業法（昭和２４年法律第１００号）に規定する建設業の

許可を受けた者が施工する工事であること。 

（２） 空き家住宅等と同一敷地内の建築物の全てを除却する工事であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助対象事

業としない。 

（１） 他の制度等で補助金の交付を受けようとするもの 

（２） その他市長が不適当と認めるもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費は、空き家住宅等の除却に要する費用（空

き家住宅等の除却により生じた廃材等の運搬及び処分に要する費用を含む。）と

する。ただし、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号）第１３条第２項の勧告の対象となった部分及び同法第２２条第１項の助言又



は指導の対象となった部分の除却に関する費用を除く。 

（補助基本額） 

第６条 補助基本額は、住宅地区改良事業等補助金交付要領（昭和５３年４月４日

付け建設省住整発第１４号）第４―４―（１）に基づき、補助対象事業に要する

経費と国土交通大臣が定める標準建設費等（補助金の交付の決定をした時点のも

の）のうちの除却工事費の１平方メートル当たりの単価を空き家住宅等の延べ面

積に乗じて得た額とを比較して少ない方の額に１０分の８を乗じて得た額とする。 

（補助金の額） 

第７条 補助金の額は、前条第１号の規定により算出した額又は８０万円のいずれ

か低い額とする。 

２ 前項の補助金の額に１，０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる

ものとする。 

（補助候補者の決定） 

第８条 市長は、補助を受けようとする者を公募し、審査の上、補助の申請を認め

る者（以下「補助候補者」という。）を決定するものとする。 

２ 前項の規定による公募の方法及び期間は、別に定めるものとする。 

３ 市長は、公募期間終了後、補助候補者を決定し、その旨を当該補助候補者に通

知するものとする。 

（公募の例外） 

第９条 市長は、前条の規定にかかわらず、特別な事情があると認めるときは、公

募によらず補助候補者を決定することができる。 

（補助金交付の申請） 

第１０条 補助金の交付を受けようとする補助候補者（以下「申請者」という。）

は、空き家住宅等除却事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 空き家住宅等除却工事計画書（様式第２号） 

（２） 工事見積書（内訳明細が確認できるもの） 

（３)  建物の登記事項証明書（未登記の場合は、名寄台帳又は固定資産税納税

通知書の写し） 

（４） 位置図 



（５） 現況写真（空き家住宅等の現況及び工事施工箇所の写真） 

（６） サービス制限規則第４条第３項の市税納付状況調査同意書 

（７） 第２条第１号又は第２号に該当する場合にあっては、地域との合意形成

が確認できる書類 

（８） 権利者を確認できる書類 

（９） 申請者以外に権利者がいる場合は、当該権利者から同意を得ていること

が確認できる書類（空き家住宅等除却同意書（様式第３号）） 

（１０） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第１１条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査

し、補助金を交付することを決定したときは、申請者に空き家住宅等除却事業補

助金交付決定通知書（様式第４号）により通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必

要な条件を付すことができる。 

（申請事項の内容変更） 

第１２条 前条第１項の規定による通知を受けた者（以下「補助決定者」という。）

は、申請事項の内容を変更しようとするときは、空き家住宅等除却事業変更承認

申請書（様式第５号）にその変更しようとする内容を確認できる書類を添えて市

長に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する申請書の内容を審査し、変更を承認することを決定し

たときは、補助決定者に空き家住宅等除却事業変更承認通知書（様式第６号）に

より通知するものとする。 

（補助対象事業の廃止） 

第１３条 補助決定者は、補助対象事業を廃止しようとする場合は、空き家住宅等

除却事業廃止届出書（様式第７号）をあらかじめ市長に提出しなければならない。 

（実績報告） 

第１４条 補助決定者は、補助対象事業を完了したときは、当該完了日から３０日

を経過した日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、空き家住宅等除却事

業実績報告書（様式第８号）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 



（１） 工事請負契約書の写し 

（２） 施工業者の空き家住宅等除却事業工事完了証明書（様式第９号） 

（３） 工事代金領収書又は請求書の写し（内訳明細が確認できるもの） 

（４） 工事完了写真（施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの） 

（５） 廃棄物の処分に関する証明書 

（６） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を

審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助決定者

に空き家住宅等除却事業補助金交付額確定通知書（様式第１０号）により通知す

るものとする。 

（補助金の交付請求） 

第１６条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、補助金の交付を受けよう

とするときは、空き家住宅等除却事業補助金交付請求書（様式第１１号）を市長

に提出しなければならない。 

（決定の取消し） 

第１７条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の

決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

（２） 補助対象事業を承認なく変更し、又は廃止したとき。 

（３） 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受け、又は受けようとし

たとき。 

（補助金の返還） 

第１８条 補助決定者は、市長が補助金の交付決定を変更又は取り消した場合にお

いて、補助金が既に交付されているときは、市長が定める期限内に、当該補助金

を返還しなければならない。 

（その他） 

第１９条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

付 則 



この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

付 則（平成３１年告示第２９号） 

この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

付 則（令和３年告示第９０号） 

この告示は、告示の日から施行する。 

付 則（令和４年告示第９２号） 

この告示は、令和４年７月１日から施行する。 

付 則（令和６年告示第８０号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

様式第１号（第１０条関係） 

様式第２号（第１０条関係） 

様式第３号（第１０条関係） 

様式第４号（第１１条関係） 

様式第５号（第１２条関係） 

様式第６号（第１２条関係） 

様式第７号（第１３条関係） 

様式第８号（第１４条関係） 

様式第９号（第１４条関係） 

様式第１０号（第１５条関係） 

様式第１１号（第１６条関係） 

 


